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令和５年１２月１５日号②

　次世代育成支援の観点から、国民年金第１号被
保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間
の国民年金保険料が免除される制度があります。
▶国民年金保険料が免除される期間
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４ 
か月間（以下「産前産後期間」といいます。）の国
民年金保険料が免除されます。
　また、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産
日が属する月の３か月前から６か月間の国民年金保
険料が免除されます。
　なお、産前産後期間中も付加保険料の納付がで
きます。
　※出産とは、妊娠 85 日（４か月）以上の出産を
　　いいます。( 死産、流産、早産された方を含み
　　ます )

▶産前産後期間の取り扱い
　産前産後期間として認められた期間は、保険料を
納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映さ
れます。
▶対象となる方
　国民年金第１号被保険者
▶申請方法
　出産予定日の６か月前から届出可能です。出産前
に届出をする場合は母子手帳、出産後に届出をする
場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らか
にする書類（役場で確認できる場合は不要）をお持
ちいただき、申請してください。

▶問合せ先　
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内 ５）
　税務町民課 住民生活係　☎６７- ２１１９

国民年金保険料の産前産後期間免除制度のお知らせ

　国民年金保険料は毎月納めていただく必要があり
ますが、収入の減少や失業等により、保険料を納め
ることができなくなることもあります。
　保険料を未納のままにしておくと、将来の年金「老
齢年金」や、障害や死亡といった不測の事態が生じ
たときに、「障害年金」や「遺族年金」を受け取るこ
とができない場合があります。経済的な理由等で国
民年金保険料を納付することが困難な場合には、保
険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度（50 歳未満）」がありますので、
寒河江年金事務所または役場の国民年金窓口で手続

きをしてください。
　申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって
申請することができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に困
難になったものの、申請を忘れていた期間がある方
は、下記へご相談ください。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内 ５）
　税務町民課 住民生活係　☎６７- ２１１９

国民年金保険料免除等の申請について



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　令和５年１２月１５日号② 

　町では、地域の方々にご協力をいただき、「放課後
子ども教室」を開設しております。
　この活動は、少子化による少人数での下校や、帰
宅後の遊び仲間が減少していることから、地域の方々
と交流を図りつつ、下校まで集団で遊べる場を確保
することで、豊かな学びの場と帰宅時の安全を確保
する取り組みです。
　本活動に協力してくださる「放課後子ども教室サ
ポーター」の募集を行っておりますので、右記まで
ご連絡ください。
▶実施日
　平日の登校日
▶時　間
　午後２時～午後４時まで
　（当番表で時間帯をお知らせします）

▶場　　所
　西五百川小学校・宮宿小学校・大谷小学校
　（校庭・体育館）
▶内　　容
　放課後の自由遊びの見守り（月 2 回程度）
　（１日あたり２名の交代制）
▶申込期限
　随時受付しております。

▶申込・問合せ先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

町内小学校「放課後子ども教室サポーター」を募集しています

　申告期限は、令和６年１月 31 日（水）です。
　事業（農林業・小売業・サービス業・建設業等）
を営んでいる個人や法人で、令和６年１月１日現在、
事業用に使われ減価償却の対象となる償却資産を
所有している方は、その所有する資産について申告
しなければなりません。（土地・家屋や自動車・軽
自動車税の対象となるものは除く）

　昨年申告があった事業者の方には 12 月下旬に申
告書を送付しますので、令和６年１月 31 日（水）
まで申告をお願いします。
※申告すべき資産のある方で申告書が届かない場合
は、送付いたしますのでご連絡ください。

▶問合せ先
　税務町民課 税務係　☎６７- ２１０７

令和６年度償却資産の申告について

▶内　容
　生活のリズムが崩れがちな年末年始休みに、学習
　ボランティアの方々の指導の下、年末年始休みの
　宿題等に取り組みます。
▶対　象
　町内の小学生、中学生、高校生　等
▶指導者
　町内小・中学校の学習生活指導員
▶期日場所
　創遊館
　12 月 26 日（火）・27 日（水）・28 日（木）
　西部公民館と北部公民館（交遊館）
　12 月 25 日（月）・26 日（火）・27 日（水）

▶時　間
　午前 9 時～正午
▶申込み
　参加当日、会場にて直接お申し込みください。
▶その他
　学習用具等は自分で準備してください。また、学
　習に関係のないもの（ゲーム、食べ物等）は持ち
　込まないでください。飲み物は持ち込み可能です。

▶問合せ先
　教育文化課 学校教育係　☎６７- ３３０２

あさひ地域未来塾 冬の陣 について



【第 26 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　守谷茂泰氏 選
　銅賞「海水浴ぼくの足元水族館」　宮宿小 ３ 年　佐藤 望
　銅賞「バスケしてとび入りさんかセミせん手」　宮宿小 ３年　髙橋 晴
　銅賞「スイカ割りわれたら中は太陽だ」　大谷小 ５ 年　長岡 大晴

　手作りが人気の味噌づくり体験。初めてでも安心。
声を掛け合い楽しみながら出逢いづくりをしてみま
せんか？
▶開催日時
　イベント
　令和６年１月 14 日（日）午後２時～午後５時
　（午後１時 30 分受付開始）
　事前講座

令和６年１月 11 日（木）午後 7 時～午後 8 時 30 分
▶対　　象
　概ね 23 歳～ 45 歳の独身男女、県内在住の方 
　（応募者多数の場合は抽選）
▶定　　員
　男性 15 名、女性 15 名
▶参   加  費
　男性 4,500 円
　女性 3,500 円
　※女性はご友人と複数人で申込みの場合は
　　500 円引きとなります。

▶申込期限
　12 月 22 日（金）
▶申込方法
　下記からさくらんぼテレビジョンのホームページ
　にアクセスし、申込みください。

▶事業主体
　むらやま広域婚活事業実行委員会
　（事務局；村山総合支庁子ども家庭支援課）

▶問合せ先
　株式会社さくらんぼテレビジョン
　☎０２３- ６２８- ３９０１

むらやま広域婚活事業「味噌づくり de 出逢いづくり」 参加者募集中

▲さくらんぼテレビジョンホームページ

　結婚式を挙げたくてもできなかったお二人に山形
ウェディング協議会が結婚式をプレゼントします。
式を挙げたい想いや理由を記載し申込みください。
▶応募対象者
　山形県内在住で結婚式を挙げていないお二人
▶応募条件
　令和６年 12 月 31 日まで結婚式を挙げていただ
　ける方
　取材活動や写真掲載などご協力いただける方
▶プレゼント内容
　お二人が希望する挙式 ( 披露宴はオプション )
▶応募締切
　１次締切　令和６年３月 31 日
　２次締切　令和６年５月 31 日

▶応募方法
　詳細は、下記二次元コードから協議会ホームペー
　ジをご覧ください。

▶申込・問合せ先
　山形ウェディング協議会事務局 ( 名月荘内 )
　☎０２３- ６７２- ０３３０
　999-3242　上山市葉山 5-50

YAMAGATA 夢婚の応募について

▲山形ウェディング協議会ホームページ



　冬場は運動不足になりがちです。このたび、65 歳
以上の方を対象に、楽しく頭と体を動かす認知症予
防教室～はつらつサロン～を開催します。教室の初
日と最終日には認知機能チェックを実施、自宅でで
きる運動もご紹介します。
▶日　付
　1 月 25 日（木）
　2 月 1 日（木）、8 日（木）、14 日（水）、22 日（木）、
　29 日（木）
　3 月 6 日（水）、14 日（木）
　※全８回通しての教室になります。
▶時　間
　午前 10 時～午前 11 時 30 分
▶場　所
　創遊館 2 階　ワークルーム 3・4

▶内　容
　認知機能チェック、認知症の予防体操、講話など
　講師：スポーツクラブ天童　健康運動指導士
▶持ち物
　飲み物、筆記用具
▶申込み
　先着 20 名（1 月 15 日（月）申込締切）
▶その他
　動きやすい服装でご参加ください。
　健康マイレージカードをお持ちの方はご持参くだ
　さい。

▶申込・問合せ先
　健康福祉課 地域包括支援センター
　☎６７- ２１５６

認知症予防教室～はつらつサロン～

▶休館施設
　創遊館、町立図書館、町民体育館、西部公民館、
　秋葉山交遊館
▶期　　間
　12 月 29 日（金）～令和６年１月３日（水）

▶問合せ先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

年末年始における施設休館のお知らせ

　踏切又は線路上においては、積雪や路面凍結によ
る影響を受けた進入事案が発生しており、今後、降
雪期を迎え、同じような事案が発生する恐れがあり
ます。事故防止のため、次の点に注意しましょう。
①踏切の手前では、必ず一旦停止し、安全を確認
　してから渡ってください。特に、冬季間は路面凍
　結によるスリップに備え、踏切手前では充分に減
　速しましょう。
　また、積雪等により踏切が確認しにくい場合があ
　ります。誤って線路に進入しないよう、しっかり
　確認してから通行してください。
②警報機がなったら、踏切内への無理な進入はやめ
　てください。
③踏切の中に閉じ込められた場合は、そのままゆっ
　くり車を前進させてください。（遮断棒は、車で
　押せば前方に跳ね上がります。）

④踏切内で動けなくなった場合（脱輪等）は、まず
　列車を止めてください。非常ボタンがある時は、
　カバーの上から強く押してください。信号機が作
　動し、列車に異常を知らせます。非常ボタンがな
　い時は、列車に向かって大きく手を振るなどして
　危険を知らせてください。発煙筒や赤色の物を使
　用すると効果的です。
　列車が停止した後、付近の人等の協力を得て脱
　出してください。脱出後は、最寄りの駅に連絡し
　てください。

▶問合せ先
　山形県踏切道事故防止対策委員会事務局
　（山形県防災くらし安心部 消費生活・地域安全課）
　☎０２３- ６３０- ２４６２

踏切事故の防止について


